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昨
年
四
月
よ
り
新
町
名
に
故
の
ら
れ
ま
L
i
l'
桃
浜
町
､
龍
城
ケ
丘
､
松
風
町
､
袖
ケ
浜
の

四
区
域
は
､
四
月
か
ら
新
地
番
を
使
用
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し

ま

す
｡尚
今
回
の
地
番
変
更
に
よ
っ
て
､
該
当
地
番
に
茶
籍
又
は
住
所
を
有
す
る
も
の
は
､

歌
碑
で

戸
籍
と
住
民
票
を
更
正
し
ま
す
が
､
桃
浜
町
､
龍
城
ケ
丘
､
松
風
町
､
袖
ケ
浜
の
区
域
内

に
住

所
が
あ
つ
て
も
､
枝
番
が
あ
る
の
に
茶
籍
や
住
民
票
に
枝
番
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た

り
､
地
番

が
違
っ
て
い
た
り
し
ま
す
と
､
蔵
樺
で
新
地
番
に
更
正
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
後
に
な
っ
て
支

障
が
生
じ
ま
す
か
ら
､
念
の
た
の
土
塊

所有者や､市
役
所
で
地
番
を
確
の
て
､
訂
正

を要す

る方は市役所戸籍係へ御辞し出て下さ
い
｡

又
二
つ
以
上
の
町
名
に
か
ゝ

る
茶
籍
や
住
所
を
有
す
る
万
も
更
正
の
申
し
出

を要しますので

｣戸籍係まで御印

し出て下さい｡更正

の申し出をされる万

は印判を御持参下さ
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三
､
五
九
五
ノ

二
二

三
､
五
九
五
ノ
11
四

三
､
五
九
五
ノ
1
五

二
｢

五
九
五
ノ
山
七

三
､
五
九
五
ノ

11
八

三
､
五
九
六
ノ
三

三
､
五
九
六
ノ
四

一二
､
五
九
六
ノ
五

二
｢

五
九
六
ノ
七

三
､
五
九
六
ノ

〓

ノ
内

三
､
五
九
六
ノ
二
二
ノ
内

三
､
五
九
六
ノ

i
四
ノ
内

三
､
六

一
〇
ノ
一二
五
ノ
内
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十
日

文
教
常
任
委
員
会

教
育
委
邑
会
と
の
懇
談
会
､
体
育
館

を
入
場
料
を
と
る
者
に
貸
与
す
る
に

つ
い
て
､
通
学
区
域
の
変
更
に
つ
い

て
の
審
議

平
塚
港
対
策
善
臣
会

河
口
の
改
修
に
つ
い
て
審
議

十
七
日

建
設
､
区
劉
整
理
促
進
連
合

委
員
会

道
路
修
理
に
つ
い
て
の
陳
情
審
議

藻
琴
常
任
委
員
会

農
業
委
員
会
と
の
懇
談
会
､
今
.後
の
"

農
業
施
策
に
つ
い
て
協
議

二
十
一
日

公
営
事
業
常
任
委
員
会

公
金
カ
イ
帯
事
件
に
つ
い
て
理
事
者

よ
り
報
告
聴
取

二
十
八
日

競
輪
運
営
委
員
全

山

公
金
カ
イ
帯
事
件
に
つ
い
て
理
事
者

よ
り
報
告
聴
取

市
議
会
臨
時
会

議
案
第
七
十
七
号

市
町
村
の
庶
置

分
合
の
計
画
に
関
す
る
意
見
答
因
に

つ
い
て

議
案
第
七
十
八
号

国
有
財
産
の
貸

付
を
受
け
る
に
つ
い
て

議
案
第
七
十
九
号

昭
和
二
十
九
年

度
平
塚
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算

議
案
第
八
十
号

平
塚
市
立
見
附
台

体
育
舘
使
用
に
関
す
る
暫
定
条
例

以
上
の
議
琴
せ
可
決
確
定
し
た
｡
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二
､
七

日
決
算
特
別
肇
貝
会

認
第
言
ち
昭
和
二十
八
年度

平

塚

市
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
審
議

認
籍
二
号

昭
和
二
十
八
年
度
平
塚

市
特
別
会
計
競
輪
事
業
歳
入
歳
出
決

算
に
つ
い
て
審
議

認
第
三
号

昭
和
二
十
八
年
度
平
塚

市
特
別
会
計
競
馬
事
業
歳
入
歳
出
決

算
に
つ
い
て
審
議

認
籍
四
号

昭
和
二
十
九
年
度

(白

四
月
石

至
七
月
十
四
日
)
旭
尉
歳

入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
審
議

認
第
五
号

昭
和
二
十
九
年
度

へ百

四
月
1
日
至
七
月
十
四
日
)
旭
村
特

別
会
計
国
民
健
康
保
険
歳
入
歳
出
決

算
に
つ
い
て
審
議

三
日

産
業
常
任
委
員
会

魚
市
場
建
設
に
つ
い
て
審
議

建
設
常
任
委
員
会

高
浜
高
校
外
三
校
々
舎
新
築
工
事
施

行
に
つ
い
て
審
議

四
日

総
務
常
任
肇
貝
会

平
塚
市
支
金
庫
指
定
に
つ
い
て
陳
情

審
議

七
日

継
続
市
議
会

認
第
1
号

昭
和
二
十
八
年
度
平
塚

市
歳
入
歳
出
決
算
を
認
定

認
籍
二
号

昭
利
二
十
八
年
度
平
塚

市
特
別
会
計
競
輪
事
業
歳
入
歳
出
決

算
を
認
定

認
籍
三
号

昭
和
二
十
八
年
度
平
塚

市
特
別
会
計
競
馬
事
業
歳
入
歳
出
決

算
を
認
定

認
籍
四
号

昭
和
二
十
九
年
度

へ白

四
月
言

至
七
月
十
四
n
)
旭
村
歳

入
歳
出
決
算
を
認
定

認
第
五
号

昭
和
二
十
九
年
度

(冒

四
月
山
臼
至
七
月
十
四
日
)
旭
村
特

別
会
計
国
民
健
康
保
険
歳
入
歳
出
決

算
を
認
定

次
の
議
案
を
可
決
確
定
し
た

議
案
等
八
十

山
号

平
塚
市
会
席
亭｢ノ

務
取
扱
い
に
つ
い
て

十
日

産
業
常
任
委
員
会

魚
市
場
建
設
に
つ
い
て
審
議

十
六
日

産
業
常
任
委
員
会

魚
市
場
建
設
に
つ
い
て
審
議

.

文
教
常
任
委
員
会

次
の
陳
情
に
つ
い
て
審
議

太
淳
中
学
校
校
舎
増
築
に
つ
い
て
の

陳
情

浜
岳
中
学
校
校
舎
増
築
に
つ
て
い
の

陳
情

平
塚
商
業
高
等
学
校
校
舎
新
築
に
つ

い
て
の
陳
情

十
八
日

産
業
､
平
塚
港
対
策
連
合
委

員
会

冷
凍
工
場
及
び
魚
市
場
の
件
に
つ
い

て
審
議

会
員
協
議
会

冷
凍
工
場
及
び
魚
市
場
の
件
に
つ
い

て
審
議

二
十
二
日

厚
生
常
任
委
員
会

市
営
住
宅
の
件
に
つ
い
て
審
議
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法
定
畜
帳

の
備

付
け
に

つ
い
て

(革
暖
繭
霊
会
議
所
よ
腿
お
願
齢
)

(

平
塚
商
工
会
議
所
が
法
律
の
改
正
に

伴
い
､
今
般
商
工
会
議
所
法
に
基
く
組

織
変
え
空
けい
､
再
発
足
し
た
こ
と
は

既
に
商
工
会
議
所
会
報
そ
の
他
で
御
承

知
の
こ
と
と
思
いま
す
が
､
そ
の
新
法

に
よ
っ
て
JP今
度
地
区
内
力
特
定
商
工

業
者
の
登
録
窒
けい
､
平
塚
商
工
会
議

所
は
法
定
台
帳
を
備
付
け
る
こ
と
に
な

った
の
で
あ
り
ま
す
｡
で
は
､
そ
の
時

l1.i

一一一一t

｢
美

し

定
商
工
業
者
の
定
義
は
､
法
律
第七
条

に
定
釣ら
れ
て
い
て
､
そ
の
都
度
都
市

に
よ
っ
て
異
っ
て
いま
す
が
､
当
平
塚

市
の
場
合
特
定
商
工
業
者
と
は
､
定
款

第
二十
三
条
で
定
の､
毎
年
四
月
7日

現
在
に
お
い
て
､
そ
れ
ま
で
引
き
続
き

六
箇
月
以
来
平
塚
地
区
内
に
営
業
所
､

事
鞍
所
､
工
場
又
は
事
業
場
葎
有
す
る

商
工
業
者
の
う
ち
､

■■■■1■■■■■■■■■■■■ー
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二
tr

｢

個

人

に

あ

つ

て

は

前

々

年

､

法人

に

あ

つ

て

は

前

々

年

十

月

1,

日
の属

す

る

事

業

年

度

か

ら

前

年

十
月
1日

の属

す

る

事

業

年

度

の堕

銅の由苛業

年

度

ま

で

の問

の事

業

年

度
に
係
る

神

奈

川

県

の事

業

税

又

は
､
平
撃
E

の鉱

産

税

と

し

て

､

四

月
言
ま
で

に

納

付

し

､

も

し

く

は

納
付
し
な
け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

が
確
定
し
た
税

額が

二

万

四

芋

円

以

上
で
あ
る者
｡

二
､四

月

言

現

在

に
点
け
る
資
本
金

額
又は

払

込

開

出

資
総
額
が
十
五万

円
以上

で

あ

る

者

｡

と
な
っ
てい

て

､

石
の
二
つの
う
ち
い

づ
れ
か
に
該
当
す
る
万
々
で
あ
り
ま
す

｡そ
こ
で
平
塚
商工
会
議
所
で
は
､
既

に
市
､
税
務
署
､
地
方事
務
所
及
び登

記
所
等
の
理
解
あ
る
御
援
助
に
よ
り
､

石
該
当
者
に
つき
予
備
調
査
を
行
い
､

近
く
そ
の特
定
商
工
業
者
の
万
々
に
は

､
法
定
台
帳
の
作
成
に
つ
いて
文
書
又

は
､係
員
が垣
撞
皆
様
の
お
宅
に
伺
い

､色
御々
願
い
す
る
こと
と
存
じ
ま
す

が
､
そ
の
節
に
は
以
上
の
こと
を
御
了

解
の
上
何
分
の
御
協
刀
を
下
さ
る
ま
う

御
願
いす
る
次
第
で
す
｡

次
に
法
定
台
帳
と
は
､
商
工
会議
所

は
新
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
って
､組

織
変
更
の
日
か
ら

1
年
以
内
に
特
定
商

工
業
者
に
つ
い
て
､
商
工
会
議
所
法
施

行
令
で
崖
の
ら
打
た
法
定
台
帳
の
登
録

事
項
を登
録
し
た
､
商
工
第
着
法
定
台

帳
を
作
る
こと
にな
っ
て
い
ま
す
｡
従

って
､
平
塚
商
工
会
議
所の
地
区
内
商

工
業
者
で
､特
定
商
工
業者
と
し
ての

資
格
を
持
って
い
る
個
人
又
は
法
人
は

､
総
て
当
会
議
所
の
法
定
台
帳
に
登
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こと
に
な
った
の

で
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
を
｢登
鏡
制
度
｣

と
言
いま
す
が
､
そ
の
登
録
台
帳
の
登

録
事
項
で
あ
り
ま
す
が
､
こ
の
こと
は

(六貢
へつつ
vi)

ぬ

こ

の

山

票
｣




